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～平成19年10月１日より、事業主の方に対し、
外国人雇用状況の届出が義務化されます。～

－東京労働局－

全ての事業主 には、外国人労働者（特別永住者及び在留資格「外交」・

「公用」の者を除く）の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の

氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け

出ることが義務づけられます。

・例年行っていた、６月１日時点での報告書の提出は必要ありません。

・10月１日の時点で既に雇用している外国人労働者については、施行後１年の間

（平成20年10月１日まで）に届け出ていただきます。

・所在地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）窓口への届出のほか、電子

申請によることも可能です。

・報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が

課せられます。

〔届出方法・様式について〕

民間事業主の方については、以下の区分に応じて、ご対応をお願いいたします。

a 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出

＊雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、

国籍等を記載して届け出ることができます。

＊届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。

s 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出

＊届出様式（第３号様式（Excel:59KB））に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、

性別、国籍等を記載して届け出てください。

＊届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです（例：10月１日の雇入れ

→11月30日までに届出）。
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d 平成19年10月１日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出

＊届出様式（第３号様式（Excel:59KB））に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、

性別、国籍を記載して届け出てください。

＊届出期限は平成20年10月１日までです（ただし、この間に離職した場合は、a又

は sに従い届出）。

※独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります

※届出様式は第３号様式　

http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/foreigner/excel/foreigner_03.xls

からダウンロードできます。

・また、10月１日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就

職支援の努力義務が課されます。

※外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

（http://roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070911-gaikokujin/index.html）

を参照下さい。

【お問い合わせ先】

東京労働局職業安定部職業対策課特別雇用対策係

TEL 03－3512－1662


